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中央社会保険医療協議会は2月14日、総会を開催し、2024年度診療報酬改定について、

答申した。厚生労働省が提示した答申案を支払いおよび診療の各側委員は同意。新点数な
らびに算定要件、施設基準が明らかになった。 
2024年度診療報酬改定は、医療人材の確保と働き方改革の推進が重要課題とし、医療従

事者の人材確保や賃上げに向けた取組として、特例的な対応が行われる。「賃上げ」の実
現を目指し、▼病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションに勤務する看護職員、
病院薬剤師その他の医療関係職種の賃上げのための特例的な対応として、＋0.61％の改定、

▼40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従
事する者の賃上げに資する措置として、＋0.28％の改定 ――を行い、医療従事者の賃上
げに必要な診療報酬を創設。また、2024年度にベア＋2.5％、2025年度にベア＋2.0％の実
現に向け、①医療機関等の過去の実績、②今般の報酬改定による上乗せの活用、③賃上げ
税制の活用 ――を組み合わせることにより、達成を目指すという。 

今般の診療報酬改定における、「病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションに
勤務する看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種の賃上げのための特例的な対応」の
対象職種は、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作
業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補
助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技
士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命
士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管
理士、医師事務作業補助者、その他医療に従事する職員（医師及び歯科医師を除く）――
と明記された。医療従事者の賃上げに向け「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、(Ⅱ)」、
「入院ベースアップ評価料」が創設されるとともに、初再診料等や入金基本料等について
も、職員の賃上げを実施すること等を踏まえた引上げを行う。また、今回創設される診療

報酬（既存の看護職員処遇改善評価料含む）による賃上げは、賃上げ促進税制における税
額控除の対象となる。 
厚労省は翌15日に、日本医師会と共催で「賃上げ等に関する診療報酬改定＆マイナ保険

証の利用促進に関するオンラインセミナー」を開催し、医療従事者の賃上げの概要や「ベ
ースアップ評価料の試算」について取り上げた。賃上げに係る診療報酬においては、賞与
や法定福利費等の事業主負担分を含めた「給与総額」をもとにした点数設計となっており、
医療機関は、この報酬分をベースアップ（基本給または決まって毎月支払われる手当(年
俸制の場合は1年に1回定められる額の1月当たり分を想定)の引上げ）に充当するよう説明。
ベースアップには、連動して引き上がる賞与分（業績に連動して引き上がる賞与について
は対象外）や事業主負担の増額分も含まれる。ベースアップは賃金表の改定等による賃金
水準を引き上げることを指し、賃金表がない医療機関の場合は、給与規程や雇用契約に定
める基本給等について、引上げを行う。 

医療機関は、まず2024年度と2025年度の2年間の賃金引上げについて計画作成をする。
「ベースアップ評価料」（改定率＋0.61％）は、対象職種の給与総額の2.3％相当となる
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ように設定され、2024年度と2025年度の2年とも同じ点数設計のもの。厚労省は、この点
数を算定した場合の賃上げへの配分方法として、▼2024年度にまとめて引き上げを行う配
分方法、▼2年間で段階的に引上げを行う配分方法 ――の2つのパターンを提示。いずれ
の場合も算定額を全て賃金の引上げに充てることが重要と説明した。 
厚労省は医療従事者の賃上げに向けたスケジュールのイメージを明示し、これによると、

医療機関等において、賃金引上げの計画の作成→計画に基づく労使交渉等→計画に基づく
給与規程の改正→施設基準の届出及び期中の区分変更の届出→賃上げ状況の報告（2024年
度・2025年度）という流れで実施していくことになる。また、賃上げに係る診療報酬の算
定開始月は2024年6月であるが、4月・5月の賃上げにも充当可能だという。 
ベースアップ評価料を算定する医療機関等は、施設基準の届出と合わせて、賃金引上げ

に係る計画書及び報告書を地方厚生（支）局に提出する。ベースアップ評価料が原則ベア

等に充てられていることを確認するとともに、計画書及び報告書では、ベースアップ評価
料による賃金引上げの状況だけでなく、自主財源等も含めた全体的な引上げ状況及びベー
スアップ評価料の対象とならない40歳未満の勤務医師等（改定率＋0.28％分）の職種の状
況についても確認する予定だという。 
厚労省は、このベースアップ評価料による算定見込みや医療従事者の賃上げ見込の試算

用に「ベースアップ評価料計算支援ツール」を作成し、ウェブサイトに公表した。これは、
①対象職員の給与総額の計算、②ベースアップ評価料の算定見込みの計算、③医療従事者
の賃上げ見込みの計算 ――の3段階で算出するもので、①「対象職員の給与総額の計算」
では、2024年6月1日から算定を開始する場合は、2023年3月～2024年2月の各月に実際に支
払った給与総額（賞与や法定福利費等の事業主負担分を含めた金額を計上。役員報酬は対
象外）を入力する。②「ベースアップ評価料の算定見込みの計算」では、まず、外来・在

宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定見込みの計算を行う。対象期間（2024年6月1日から算定
を開始する場合は2023年12月～2024年2月）に算定した初診料等、再診料等、訪問診療料
（同一建物以外、同一建物）の回数を入力する。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)によ
る算定見込みだけでは、賃金増率が1.2％に満たない無床診療所の場合は、外来・在宅ベ
ースアップ評価料(Ⅱ)が算定可能となる。有床診は入院ベースアップ評価料も試算する。
③「医療従事者の賃上げ見込みの計算」で、ベースアップ評価料による1月当たり収入合
計等を確認し、この試算を基に、必要な賃金引上げの準備（賃金引上げの計画、労使交渉、
給与規程の改定等）を行い、地方厚生（支）局への施設基準の届出や計画の報告を行う。 
 

 

 
 

厚生労働省は2月9日に開催された社会保障審議会医療部会において、「医療・介護・保育
分野における職業紹介事業」を取り上げた。医療・介護・保育分野の職業紹介は、高額手数
料や紹介された職員が短期間で退職するケースが散見され、問題視されている。厚労省はこ
れまで、平成29年改正職業安定法や関係指針において、手数料等の情報開示義務や返戻金制
度の推奨、就職後2年間の転職勧奨の禁止などを規定するほか、転職の勧奨につながるような
求職者への「就職お祝い金」などを禁止（職業安定法に基づく指針を改正）してきた。一方
で、適正な職業紹介事業者の基準を設け、適正事業者を認定する制度を創設。2023年6月現在
で49社を認定している。厚労省はこの日の会合で、優良な紹介事業者の選択円滑化を目指す
べく、3分野適正事業者認定制度の認定基準に、6ヶ月以内の離職に対する返戻金制度を設け
ることを要することの追加を含め、認定基準の見直しについて検討し、必要な措置を講ずる
ことを示した。年度内の見直しを目指す。 
その他、今年度3分野の有料職業紹介事業者に対する集中的指導監督の実施やハローワーク

ごとの職種別就職実績を毎年度公表することを予定していること等が明示された。 

医療等分野における職業紹介、6ヶ月以内離職に返戻金制度を 
《厚生労働省》 


